
JP 5375963 B2 2013.12.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属基材と、該金属基材上に直接的に形成されたサーミスタ薄膜層と、該サーミスタ薄
膜層上に形成された一対の分割電極と、を備え、
　前記金属基材はその厚みが前記サーミスタ薄膜層の厚みよりも大きく、
　前記サーミスタ薄膜層であって前記一対の分割電極に接している部分が前記金属基材を
通じて通電されており、
　前記分割電極間の距離をＬｐ、前記サーミスタ薄膜層の厚みをＴｔとしたとき、Ｌｐ≧
Ｔｔ＋５μｍであること、
　を特徴とするサーミスタ。
【請求項２】
　前記金属基材の厚みが１０～８０μｍ、前記サーミスタ薄膜層の厚みが１～１０μｍで
あること、を特徴とする請求項１に記載のサーミスタ。
【請求項３】
　前記分割電極の端部から前記サーミスタ薄膜層の端部までの距離が５μｍ以上であるこ
と、を特徴とする請求項１または請求項２に記載のサーミスタ。
【請求項４】
　前記金属基材と前記サーミスタ薄膜層の線膨張係数の比が、０．７５～２．１７である
こと、を特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のサーミスタ。
【請求項５】
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　前記金属基材は金属粉ペーストからシート状に形成され、前記サーミスタ薄膜層はセラ
ミックスラリーからシート状に形成されていること、を特徴とする請求項１ないし請求項
４のいずれかに記載のサーミスタ。
【請求項６】
　前記シート状の金属基材と前記シート状のサーミスタ薄膜層は一体的に積層した状態で
焼成されたものであること、を特徴とする請求項５に記載のサーミスタ。
【請求項７】
　前記サーミスタ薄膜層の少なくとも分割電極が形成されている面に絶縁材料からなる保
護層が形成されていることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載のサー
ミスタ。
【請求項８】
　前記サーミスタ薄膜層となるサーミスタ材料と、前記保護層となる絶縁体材料の抵抗率
の差が１００倍以上であることを特徴とする請求項７に記載のサーミスタ。
【請求項９】
　前記サーミスタ薄膜層が、それぞれの前記分割電極に対応して分割して形成されており
、前記サーミスタ薄膜層の外周部分が前記分割電極の外周部分よりも外側に位置している
ことを特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれかに記載のサーミスタ。
【請求項１０】
　前記分割電極のうち前記サーミスタ薄膜層側の位置する外周部分と、前記サーミスタ薄
膜層との間に前記保護層の外周部分が形成されていることを特徴とする請求項７または請
求項８に記載のサーミスタ。
【請求項１１】
　金属基材と、該金属基材上に直接的に形成されたサーミスタ薄膜層と、該サーミスタ薄
膜層上に形成された一対の分割電極と、を備え、前記金属基材はその厚みが前記サーミス
タ薄膜層の厚みよりも大きく、前記サーミスタ薄膜層であって前記一対の分割電極に接し
ている部分が前記金属基材を通じて通電されており、前記分割電極間の距離をＬｐ、前記
サーミスタ薄膜層の厚みをＴｔとしたとき、Ｌｐ≧Ｔｔ＋５μｍであるサーミスタの製造
方法であって、
　キャリアフィルム上にセラミックスラリーを所定の厚さに塗布して前記サーミスタ薄膜
層となるセラミックグリーンシートを形成する工程と、
　前記セラミックグリーンシート上に金属粉含有ペーストを所定の厚さに塗布して金属基
材となる金属基材シートを形成する工程と、
　前記セラミックグリーンシートの前記金属基材シートが形成された面と対向する面上に
電極ペーストを所定の厚さに塗布して分割電極となる分割電極パターンを形成する工程と
、
　前記金属基材シート、前記セラミックグリーンシート、前記分割電極パターンを一体的
に焼成する工程と、
　を備えたことを特徴とするサーミスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーミスタ及びその製造方法、特に、金属基材とサーミスタ薄膜層と電極と
が積層されているサーミスタ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、保護回路中に温度センサなどとして使用されるＮＴＣサーミスタあるいはＰＴＣ
サーミスタとしては特許文献１に記載のものが知られている。このサーミスタは、電極を
兼ねた平板状金属基板と、前記平板状金属基板の一方の表面に形成された感温抵抗体膜と
、前記感温抵抗体膜の上に形成された電極膜とからなる。
【０００３】
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　しかしながら、前記サーミスタは、平板状金属基板を一方の電極とし、最上層に形成さ
れている電極膜を他方の電極としている構造を有するため、電極膜への電気的接続はワイ
ヤボンディングによらざるを得ず、極小スペースへの実装は不可能であった。例えば、プ
リント配線基板上に実装されたＩＣ部品の温度センサとして使用する場合、プリント配線
基板とＩＣ部品との間には１５０～２００μｍの微小な隙間が生じており、サーミスタを
この隙間に実装することが好ましい。しかし、ワイヤボンディングによる実装ではこのよ
うな極小スペースへの実装はできない。
【０００４】
　また、前記サーミスタでは感温抵抗体膜（サーミスタ薄膜）をスパッタなどの気相法で
形成しているが、これではコストが上昇し、生産性にも欠けるという問題点を有していた
。さらに、前記サーミスタでは、金属基板や感温抵抗体膜にクラックなどが生じると、抵
抗値が変動して温度センサとしての特性が変化するという問題点も有していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６１－２４５５０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、リフローでの実装が可能で、極小スペースへの実装を可能と
したサーミスタ及びその製造方法を提供することにある。他の目的は、低背化が可能で、
クラックの発生を極力抑制でき、かつ、安価に製造できるサーミスタ及びその製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の形態であるサーミスタは、金属基材と、該金属基材上に直接的に形成さ
れたサーミスタ薄膜層と、該サーミスタ薄膜層上に形成された一対の分割電極と、を備え
、前記金属基材はその厚みが前記サーミスタ薄膜層の厚みよりも大きく、前記サーミスタ
薄膜層であって前記一対の分割電極に接している部分が前記金属基材を通じて通電されて
おり、前記分割電極間の距離をＬｐ、前記サーミスタ薄膜層の厚みをＴｔとしたとき、Ｌ
ｐ≧Ｔｔ＋５μｍであること、を特徴とする。
【０００８】
　前記サーミスタにおいては、一対の分割電極をプリント配線基板のランドにリフローに
よってはんだ付けすることができ、ワイヤボンディングによる実装を必要としないので、
２００μｍ以下の極小スペースであっても実装することが可能である。
【０００９】
　特に、金属基材の厚みが１０～８０μｍ、サーミスタ薄膜層の厚みが１～１０μｍであ
れば、低背化が達成されるだけでなく、薄膜のサーミスタと金属基材とを一体化している
ことでフレキシブル性が付与される。このため、サーミスタに応力が加わったとしても、
サーミスタ薄膜層部分にクラックが生じにくく、実装スペースに凹凸・段差などがある場
合であっても、前記サーミスタであれば実装可能である。
【００１０】
　また、サーミスタに過度な応力が加わり撓みが生じ、サーミスタ薄膜層の中央部にクラ
ックが発生したとしても、前記サーミスタは分割電極を採用しており、サーミスタ薄膜層
の中央部分は通電経路ではないので、サーミスタとしての電気的特性に影響を及ぼしにく
い。
【００１１】
　本発明の第２の形態であるサーミスタの製造方法は、
　前記第１の形態であるサーミスタの製造方法であって、
　キャリアフィルム上にセラミックスラリーを所定の厚さに塗布して前記サーミスタ薄膜
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層となるセラミックグリーンシートを形成する工程と、
　前記セラミックグリーンシート上に金属粉含有ペーストを所定の厚さに塗布して金属基
材となる金属基材シートを形成する工程と、
　前記セラミックグリーンシートの前記金属基材シートが形成された面と対向する面上に
電極ペーストを所定の厚さに塗布して分割電極となる分割電極パターンを形成する工程と
、
　前記金属基材シート、前記セラミックグリーンシート、前記分割電極パターンを一体的
に焼成する工程と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　前記製造方法においては、サーミスタ薄膜層を固相法によって形成するため、気相法よ
りも安価に製造でき、しかも、金属基材、サーミスタ薄膜層、分割電極を一体的に焼成す
るため、金属基材やサーミスタ薄膜層にクラックが発生することを極力抑えることができ
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、低背化やリフローでの実装が可能で、極小スペースへの実装を可能と
したサーミスタを得ることができる。また、サーミスタ薄膜層を固相法で形成するために
安価に製造でき、一体的に焼成することでクラックの発生を極力抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施例であるサーミスタを示し、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図。
【図２】前記サーミスタの等価回路図。
【図３】前記サーミスタの通電状態を示す説明図。
【図４】前記サーミスタの製造工程を示す説明図。
【図５】第３実施例であるサーミスタを示す断面図。
【図６】第３実施例であるサーミスタの変形例を示す断面図。
【図７】第４実施例であるサーミスタを示す断面図。
【図８】第５実施例であるサーミスタを示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係るサーミスタ及びその製造方法の実施例について添付図面を参照して
説明する。なお、各図において、共通する部品、部分は同じ符号を付し、重複する説明は
省略する。
【００１６】
（第１実施例、図１～図３参照）
　第１実施例であるＮＴＣサーミスタ１Ａは、図１に示すように、金属基材１１と、該金
属基材１１上に形成されたサーミスタ薄膜層１５と、該サーミスタ薄膜層１５上に形成さ
れた一対の分割電極２１，２２とで構成されている。金属基材１１は金属粉ペーストから
シート状に形成され、サーミスタ薄膜層１５はセラミックスラリーからシート状に形成さ
れ、分割電極２１，２２は電極材料ペーストを所定形状に形成したもので、これらの３者
は一体的に焼成されている。なお、少なくとも金属基材１１とサーミスタ薄膜層１５とが
一体焼成されればよい。
【００１７】
　金属基材１１の厚みは１０～８０μｍ程度、サーミスタ薄膜層１５の厚みは１～１０μ
ｍ程度、分割電極２１，２２の厚みは０．１～１０μｍ程度であり、サーミスタ１Ａ全体
としての厚みは１０～１００μｍ程度である。ここで、サーミスタ１Ａの全体長さ寸法を
Ｌ、全体幅寸法をＷ、分割電極２１，２２間の距離をＬｐ、分割電極２１，２２の短辺長
さをＬ１、サーミスタ１Ａの端面までの寸法をＬｇ、長辺長さをＷ１、サーミスタ１Ａの
側面までの寸法をＷｇとする。さらに、金属基材１１の高さ寸法をＴｂ、サーミスタ薄膜
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層１５の厚みをＴｔとする。
【００１８】
　サーミスタ薄膜層１５としては、Ｍｎ，Ｎｉ，Ｆｅ，Ｔｉ，Ｃｏ，Ａｌ，Ｚｎなどを任
意の組合せで適量含む種々のセラミック材料を用いることができる。実際上は、前記遷移
金属元素の酸化物を用いて混合されるが、前記元素の炭酸塩、水酸化物などを出発原料と
して用いてもよい。金属基材１１及び分割電極２１，２２としては、Ａｇ，Ｐｄ，Ｐｔ，
Ａｕなどの貴金属、又は，Ｃｕ，Ｎｉ，Ａｌ，Ｗ，Ｔｉなどの卑金属の単体あるいはこれ
らを含む合金を用いることができる。
【００１９】
　金属基材１１やサーミスタ薄膜層１５をシート状に形成する方法としてはドクターブレ
ード法が一般的であるが、スクリーン印刷、グラビア印刷、インクジェット方式であって
もよい。分割電極２１，２２の形成はスクリーン印刷などの印刷法、スパッタ法や蒸着法
で行うことができる。なお、材料や製造工程については後に詳述する。
【００２０】
　ここで、サーミスタ１Ａの等価回路について図２を参照して説明する。分割電極２１，
２２が入出力端子となり、抵抗Ｒ１、Ｒ２はサーミスタ薄膜層１５によって形成されると
ともに、金属基材１１を介して電気的に直列に接続されている。即ち、分割電極２１，２
２は直接接触しているサーミスタ薄膜層１５による抵抗Ｒ１，Ｒ２を介してサーミスタ回
路を構成している。
【００２１】
　サーミスタ薄膜層１５の表面に分割電極２１，２２が形成されているため、通電状態は
図３に矢印で示すように、分割電極２１，２２に接している部分のサーミスタ薄膜層１５
と金属基材１１を通じる経路となる。サーミスタ１Ａの撓みやマウンタでの実装時にはサ
ーミスタ薄膜層１５の中央部分にクラックが発生しやすい。しかし、仮に、サーミスタ薄
膜層１５の中央部分にクラックが発生したとしても、その部分は通電経路ではないので、
サーミスタ１Ａとしての電気的特性に影響を及ぼすことはない。
【００２２】
　以上の構成からなるＮＴＣサーミスタ１Ａは、例えば、プリント配線基板上に実装され
たＩＣ部品の温度センサに使用される。この場合、サーミスタ１Ａはプリント配線基板の
ランド上に分割電極２１，２２をリフローによってはんだ付けし、実装される。本第１実
施例であるサーミスタ１Ａは１０～１００μｍ程度に低背化されているため、プリント配
線基板とＩＣ部品との間に形成される１５０～２００μｍ程度の隙間に実装することがで
きる。サーミスタ１Ａがこの隙間に実装されることにより、温度センサとしてＩＣ部品の
温度上昇に即座に対応することができる。
【００２３】
　また、薄膜のサーミスタと金属基材とを一体化していることでフレキシブル性が付与さ
れる。このため、サーミスタに応力が加わったとしても、サーミスタ薄膜層部分にクラッ
クが生じにくく、実装スペースに凹凸・段差などがある場合であっても、サーミスタ１Ａ
であれば実装可能である。
【００２４】
　（製造工程、図４参照）
　次に、前記サーミスタ１Ａの製造工程について説明する。まず、サーミスタ薄膜層１５
の原料として、Ｍｎ－Ｎｉ－Ｆｅ－Ｔｉの酸化物を所定の配合（抵抗率が１０４Ωｃｍと
なることを目標とする）となるように秤量し、ボールミルにより、ジルコニアなどの粉砕
媒体を用いて、十分に湿式粉砕し、その後、所定の温度で仮焼し、セラミック粉末を得た
。
【００２５】
　前記セラミック粉末に有機バインダを添加し、湿式で混合処理を行ってスラリー状とし
、得られたスラリーをドクターブレード法により焼成後の厚みが１～１５μｍとなるセラ
ミックグリーンシートを得た。得られたセラミックグリーンシート上にＡｇ－Ｐｄを主成
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となる金属基材シートを形成してマザーシートとした。さらに、比較検討用として、厚み
３０μｍの金属基材シート上に厚み０．５μｍのサーミスタ薄膜層をスパッタ法によって
形成して比較検討用マザーシートとした。その後、セラミックグリーンシート上にＡｇ－
Ｐｄペーストをスクリーン印刷し、分割電極を形成した。
【００２６】
　次に、分割電極を形成した各マザーシートを１単位のサーミスタにカットし、ジルコニ
ア製の厘に収容し、脱バインダ処理を行った後、所定温度（例えば、９００～１３００℃
）で焼成した。これにて、金属基材１１、サーミスタ薄膜層１５、分割電極２１，２２か
らなる積層型のサーミスタ１Ａが得られた。
【００２７】
　具体的な工程としては、図４（Ａ）に示すように、ＰＥＴ製のキャリアフィルム３１上
に前記セラミックスラリーを塗布してドクターブレード法でサーミスタ薄膜層となるセラ
ミックグリーンシート１５を形成し、さらにその上に前記金属基材用ペーストを塗布して
ドクターブレード法で金属基材となる金属基材シート１１を形成する。フィルム３１、シ
ート１５，１１を多数個取りのマザーシートとなる寸法にカットし（図４（Ｂ）参照）、
シート１５，１１をフィルム３１から剥離する（図４（Ｃ）参照）。その後、シート１５
上にＡｇ－Ｐｄペーストをスクリーン印刷して分割電極２１，２２を形成し（図４（Ｄ）
参照）、所定のチップ寸法にカットする（図４（Ｅ）参照）。このチップを焼成し、積層
型のサーミスタ１Ａを得る。
【００２８】
　前述の工程にて得られたサーミスタについて、以下に説明する各種試験を実施した後に
、光学顕微鏡並びに走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）などでサーミスタを観察し、欠陥（クラ
ック）の発生状況を確認した。また、試験前後に室温抵抗値（室温２５℃での抵抗値を意
味する、以下同じ）を測定し、負荷試験による室温抵抗値の抵抗変化の有無を検証した。
なお、抵抗変化は負荷試験前からの変化率が±１％未満であるものを抵抗変化無と判定し
た。
【００２９】
　（評価試験）
　まず、巻付け試験を実施した。巻付け試験は、撓み量１ｍｍ、２ｍｍ、８ｍｍ、１６ｍ
ｍでのサーミスタのそり量に相当する直径０．７１ｃｍ、１．３０ｃｍ、５．０７ｃｍ、
１０．１３ｃｍの円筒に、長さ５００ｍｍ、幅５ｍｍのサーミスタ試験片を巻き付けて１
０秒間保持した。試験片において、金属基材の厚みＴｂは３０μｍとし、サーミスタ薄膜
層の厚みＴｔは０．５～１５．０μｍとした。
【００３０】
　試験結果は以下の表１に示すとおりであり、金属基材表面のクラック観察、試験前後の
抵抗を測定することで評価した。クラックの有無は、光学顕微鏡にて５０倍、１００倍の
倍率で試料の表面全体を目視にて観察し、さらに、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）にて１０
００倍の倍率で試料の表面全体を目視にて観察することで確認した。表１の評価欄におい
て、◎印は、クラックが観察されず、試験前後の抵抗変化率が±１％未満であることを示
している。○印は、クラックは観察されたが、試験前後の抵抗変化率が±１％未満である
ことを示している。×印は、クラックが観察され、かつ、試験前後の抵抗変化率が±１％
以上であることを示している。
【００３１】
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【表１】

【００３２】
　以上の巻付け試験によると、サーミスタ薄膜層の厚みＴｔが１０μｍより厚いと、撓み
量が１ｍｍ相当の試験においてクラックが発生してしまう。１μｍ未満では、結果は十分
に評価できるものであったが、厚み１μｍ未満のサーミスタ薄膜層を固相法で形成するこ
とは困難である。製造コスト及び生産性の点では固相法が有利であり、固相法を用いるこ
とを前提とすると、サーミスタ薄膜層の厚みＴｔは１．０～１０μｍが最適である。
【００３３】
　以上より、薄膜のサーミスタと金属基材とを一体化することでサーミスタにフレキシブ
ル性が付与される。特に、サーミスタ薄膜層の厚みＴｔが１０μｍ以下であれば、直径が
１０．１３ｃｍの円筒に巻き付けられるほどのフレキシブル性を有し、さらに好ましくは
サーミスタ薄膜層の厚みＴｔが２μｍ以下であれば、直径が０．７１ｃｍの円筒に巻き付
けられるほどの優れたフレキシブル性を有することがわかる。
【００３４】
　次に、引張り試験を実施した。引張り試験は、長さ５０ｍｍ、幅５ｍｍのサーミスタ試
験片を引張り試験機（島津Autograph）にセットし、切断時の荷重を測定した。試験片に
おいて、金属基材の幅寸法Ｗは５００μｍとし、厚みＴｂを５～１００μｍとし、サーミ
スタ薄膜層の厚みＴｔは３μｍとした。
【００３５】
　試験結果は以下の表２に示すとおりであり、金属基材の厚みＴｂが１０μｍよりも薄い
と引張り強度が著しく低く、例えば、プリント配線基板に実装したときにランド間のはん
だ応力にて千切れるおそれがある。また、製造上取扱いが困難である。厚みＴｂが８０μ
ｍよりも厚くなると、引張り強度は十分であるが、金属材料の使用量が多くなってコスト
が上昇し、サーミスタの低背化が損われることになる。従って、金属基材の厚みＴｂは１
０～８０μｍが好ましい。但し、厚みＴｂの上限は必ずしも強度上の制約ではない。
【００３６】
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【表２】

【００３７】
　次に、分割電極間の距離Ｌｐにおける室温（２５℃）での抵抗値をＦＥＭ（有限要素法
）によるシミュレーションにより求めた。この際の印加電圧は１Ｖとした。分割電極間の
距離Ｌｐを２．０～２００μｍとし、サーミスタ薄膜層の厚みＴｔを１．０～１０．０μ
ｍの範囲で変化させた場合の室温抵抗値Ｒ（ｋΩ）から距離Ｌｐの変化に対する抵抗変化
率ΔＲ／Ｒ（％／μｍ）を以下の式により算出した。この値が大きいほど抵抗値のばらつ
きが大きいことを意味する。他の数値は、Ｌ＝６００μｍ、Ｗ＝３００μｍ、Ｌ１＝２０
０μｍ、Ｗ１＝２６０μｍ、Ｔｂ＝３０μｍ、Ｗｇ＝２０μｍである。
【００３８】
　ΔＲ／Ｒ（％／μｍ）＝｛（Ｒ１－Ｒ２）／Ｒ２｝／（Ｌｐ１－Ｌｐ２）
　Ｒ１：分割電極間距離がＬｐ１のときの抵抗値
　Ｒ２：分割電極間距離がＬｐ２のときの抵抗値
【００３９】
　なお、Ｌｐ１とＬｐ２は、表における連続して並ぶ隣り合う数値であり、Ｌｐ１＞Ｌｐ
２である。例えば、Ｌｐ１が２００μｍのときＬｐ２が１９０μｍ、Ｌｐ１が１９０μｍ
のときＬｐ２が１８０μｍとする。従って、表の最下段（表４では、Ｌｐが２．０μｍ）
の場合、比較対象が存在しないため、－と表記している。また、ΔＲ／Ｒ（％／μｍ）に
おいて１．００を超える値が得られた場合、それ以上にＬｐ１及びＬｐ２の値を小さくし
ても、ΔＲ／Ｒ（％／μｍ）は１．００よりも大きくなることから、実験を省略し、－と
表記している。
【００４０】
　シミュレーションの結果は以下の表３に示すとおりであり、抵抗変化率ΔＲ／Ｒが±０
．２％未満であることが好ましい。即ち、距離Ｌｐは、Ｔｔ＋５μｍ以上であることが好
ましく、Ｔｔ＋５μｍよりも狭くなると、素子抵抗が厚み方向だけでなく、表面方向に影
響を受けるようになる。この結果、距離Ｌｐの抵抗への寄与度が大きくなり、加工誤差で
抵抗値のばらつきを生じる。また、分割電極間にクラックなどが生じた際に抵抗値が変化
してしまう。
【００４１】
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【表３】

【００４２】
　前記同様に、分割電極の端面距離Ｌｇについても室温（２５℃）での抵抗値をシミュレ
ーションにより求めた。端面距離Ｌｇを０．０～２０．０μｍとし、サーミスタ薄膜層の
厚みＴｔを１．０～１０．０μｍの範囲で変化させた場合の室温抵抗値Ｒ（ｋΩ）、抵抗
変化率ΔＲ／Ｒ（％／μｍ）を算出した結果を以下の表４に示す。側面距離Ｗｇは２０μ
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ｍとし、他の数値は表４の欄外に記載されている。
【００４３】
【表４】

【００４４】
　また、分割電極の側面距離Ｗｇについても抵抗値をシミュレーションにより求めた。側
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面距離Ｗｇを０．０～２０．０μｍとし、サーミスタ薄膜層の厚みＴｔを１．０～１０．
０μｍの範囲で変化させた場合の室温抵抗値Ｒ（ｋΩ）、抵抗変化率ΔＲ／Ｒ（％／μｍ
）を算出した結果を以下の表５に示す。端面距離Ｌｇは２０μｍとし、他の数値は表５の
欄外に記載されている。
【００４５】
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【表５】

【００４６】
　距離Ｌｇ，Ｗｇに関しても抵抗変化率ΔＲ／Ｒが±０．２％未満であることが好ましい
。即ち、距離Ｌｇ，Ｗｇを５μｍ以上確保することが好ましく、端面及び側面での表面リ
ークに起因する抵抗変化の影響を防止できる。
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　（第２実施例）
　第２実施例として、図１に示した第１実施例と同様の構成からなり、以下の表６及び表
７に示す材料を用意し、前記同様の製造工程にて、Ｔｂ＝３０μｍ、Ｌ＝６００μｍ、Ｗ
＝３００μｍ、Ｌ１＝２００μｍ、Ｗ１＝２６０μｍ、Ｌｇ＝２０μｍ、Ｗｇ＝２０μｍ
、Ｌｐ＝１６０μｍ、Ｔｔ＝５μｍのサーミスタを作製した。なお、表６及び表７に示す
線膨張係数は金属基材材料及びサーミスタ薄膜材料から断面２．０ｍｍ×２．０ｍｍ、長
さ５．０ｍｍの角柱を作製し、大気雰囲気にてＴＭＡによる線膨張係数の測定を実施した
結果である。３０℃を基準として８００℃での線膨張係数の値を示している。測定条件は
、昇温速度１０℃／ｍｉｎ、荷重１０ｇｆとした。
【００４８】
【表６】

【００４９】
【表７】

【００５０】
　そして、一体焼成後のサーミスタの表面を走査型電子顕微鏡にて観察し、クラック発生
の有無を調査した。その結果を以下の表８に示す。
【００５１】
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【表８】

【００５２】
　表８から明らかなように、金属基材材料とサーミスタ薄膜材料の線膨張係数比率を０．
７５～２．１７とすることにより、一体焼成時における（特に、焼成後の降温時における
）線膨張差によるクラックの発生を抑制することができる。セラミック材料は特に引張り
応力に弱いことから、金属基材材料よりも早く縮む場合（サーミスタ薄膜材料の線膨張係
数が大きい場合）にクラックが発生しやすい。また、両材料の線膨張係数比率を前記の数
値範囲内とすることにより、本サーミスタをリフローによって基板に実装する場合の熱応
力によるクラックの発生をも抑制することができる。
【００５３】
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　（第３実施例、図５参照）
　第３実施例であるＮＴＣサーミスタ１Ｂは、図５に示すように、金属基材１１、サーミ
スタ薄膜層１５、分割電極２１，２２からなることは前記第１実施例と同様であり、それ
に加えて、サーミスタ薄膜層１５上に保護層１６を形成し、かつ、分割電極２１，２２上
にＮｉめっき層２３及びＳｎめっき層２４を形成したものである。
【００５４】
　金属基材１１の表面にもＮｉめっき層２３’及びＳｎめっき層２４’が形成されている
が、これらはめっき層２３，２４の形成時に同時に形成されたものである。このめっき層
２３’，２４’は金属基材１１がＡｇ／Ｐｄなどの場合はＡｇのマイグレーションを防止
する効果が期待できる。
【００５５】
　保護層１６は、めっき層２３，２４の形成時にサーミスタ薄膜層１５がめっきによって
浸食されることを抑えるものであり、ガラス、樹脂、絶縁体セラミックなどでめっきに浸
食されない絶縁体材料であればよい。特に、保護層１６として絶縁体セラミックを用いた
場合、金属基材１１とサーミスタ薄膜層１５とを一体焼成する際に、予めサーミスタ薄膜
層１５上に絶縁体セラミックグリーンシートを形成しておくことで、金属基材１１とサー
ミスタ薄膜層１５と保護層１６とを一体焼成で形成することができ、製造工程が簡素化さ
れ、サーミスタ薄膜層１５と保護層１６との密着性が良好になる。
【００５６】
　（変形例、図６参照）
　図６に示すサーミスタ１Ｂ'は、図５に示した前記サーミスタ１Ｂに対して、保護層１
６を金属基材１１の裏面や側面にも形成したものである。この種のサーミスタプリント配
線基板４０の表面に形成したランド４１上にはんだ４２を介してリフローによって実装さ
れる。このとき、金属基材１１が表面に露出していると、図示しない導電性の部品や配線
などが金属基材１１と導通してしまうおそれがある。このように分割電極２１，２２を除
くサーミスタの全面を保護層（絶縁層）１６で覆うことにより、このような短絡事故を未
然に防止することができる。
【００５７】
　（第４実施例、図７参照）
　第４実施例であるサーミスタ１Ｃは、図７に示すように、サーミスタ薄膜層１５を分割
電極２１，２２の直下に、分割電極２１，２２よりも僅かに小さい矩形状に形成したもの
である。分割電極２１，２２上にはＮｉめっき層２３及びＳｎめっき層２４が形成されて
いることは、前記第３実施例と同様である。
【００５８】
　前記第３実施例（図５参照）では、分割電極２１，２２の上に保護層１６を形成してい
るため、保護層１６でサーミスタ薄膜層１５を完全に覆うには、どうしても分割電極２１
，２２の周囲に保護層１６を重ねる必要がある（図５のＡ部参照）。この場合、Ａ部では
下地の相違によって保護層１６の焼成具合や焼結挙動が変わってしまい、Ａ部でクラック
が生じるおそれがある。そこで、本第４実施例のごとく、サーミスタ薄膜層１５を分割電
極２１，２２の直下に設けて、保護層１６をサーミスタ薄膜層１５と同一平面に設けるこ
とにより、保護層１６の下地は全て金属基材１１となり、重なり部分であるＡ部の存在が
解消されるのでクラック発生のおそれもなくなり、サーミスタとしてのトータルの厚みが
薄くなる。
【００５９】
　ここで、第４実施例であるサーミスタ１Ｃにおいて、分割電極２１，２２の面積のばら
つきに起因する抵抗値の変化について表９に示す試料Ｎｏ１～Ｎｏ４にて測定した結果を
示す。試料Ｎｏ１～Ｎｏ４ごとに、分割電極２１，２２の面積（Ｌ１×Ｗ１）を３１０μ
ｍ角、３００μｍ角、２９０μｍ角の３種類とし、サーミスタ材料の抵抗率ρ１を１０ｋ
Ωｃｍ、保護層１６の抵抗率ρ２を試料Ｎｏ１では１０ｋΩｃｍ、試料Ｎｏ２では１００
ｋΩｃｍ、試料Ｎｏ３では１０００ｋΩｃｍ、試料Ｎｏ４では１００００ｋΩｃｍとした
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。サーミスタ薄膜層１５の面積は２５０×２５０μｍ、厚さ（Ｔｔ）は３μｍである。ま
た、Ｌ＝１０００μｍ、Ｗ＝５００μｍ、Ｔｂ＝３０μｍ、Ｌｇ＝２０μｍ、Ｌｐ＝９６
０μｍ－分割電極のＬ方向寸法（２９０、３００、３１０μｍ）、Ｗｇ＝２０μｍである
。なお、ρ１はサーミスタ薄膜層となるサーミスタ材料（具体的にはＭｎ－Ｎｉ－Ｆｅ－
Ｔｉサーミスタ材料）の抵抗率である。また、ρ２は保護層となる絶縁体材料（具体的に
はＦｅ－Ｍｎフェライト材料）の抵抗率であり、組成比を変更することで抵抗率を変化さ
せている。抵抗値の変化率（％）は以下の式により算出した。
【００６０】
　抵抗値の変化率＝（Ｒ２－Ｒ１）／Ｒ１×１００
　Ｒ１：分割電極面積が２９０μｍのときの素子抵抗値
　Ｒ２：分割電極面積が３１０μｍのときの素子抵抗値
【００６１】
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【表９】

【００６２】
　表９から明らかなように、抵抗値の変化率（％）は、ρ２／ρ１が１（試料Ｎｏ１）の
ときは１４．２７、ρ２／ρ１が１０（試料Ｎｏ２）のときは１．８６、ρ２／ρ１が１
００（試料Ｎｏ３）のときは０．１９、ρ２／ρ１が１０００（試料Ｎｏ４）のときは１
４．２７であった。ρ２／ρ１が１００倍以上であると、分割電極２１，２２の面積にば
らつきを生じたとしても、抵抗値の変化率を０．２％以下に抑えることができるために好
ましい。
【００６３】
　（第５実施例、図８参照）
　第５実施例であるサーミスタ１Ｄは、図８に示すように、サーミスタ薄膜層１５の面積
を分割電極２１，２２の面積よりも大きくしたもの、換言すると、サーミスタ薄膜層１５
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の外周部分Ｂを分割電極２１，２２の外周部分よりも外側に位置させたもので、保護層１
６はサーミスタ薄膜層１５の外周部分Ｂから若干内側まで覆っている。他の構成は第４実
施例と同様である。
【００６４】
　本第５実施例では、サーミスタ薄膜層１５の外周部分Ｂを保護層１６が覆っているため
、保護層１６が金属基材１１に密着することによってサーミスタ薄膜層１５が保持され、
サーミスタ薄膜層１５が金属基材１１から剥離することが防止される。仮に、サーミスタ
薄膜層１５が金属基材１１から剥離すると、抵抗値が寄与する領域が減少するため、抵抗
値が大きくなる傾向にあるが、本発明はその心配がない。保護層１６はサーミスタ特性に
は寄与していないので、金属基材１１と密着性の高い材料を選択すればよい。
【００６５】
　また、本第５実施例のように、サーミスタ薄膜層１５を形成した後、サーミスタ薄膜層
１５の外周部分にその一部が重なるように保護層１６を形成し、その後に分割電極２１，
２２を形成した場合、分割電極２１，２２のうちサーミスタ薄膜層１５側の外周部分とサ
ーミスタ薄膜層１５との間に保護層１６の外周部分が形成される。この場合、保護層１６
のＡ部でサーミスタ薄膜層１５との間でクラックが生じてめっき形成時にめっき層２３，
２４の成長が生じていしまったとしても、分割電極２１，２２とクラック発生し得る箇所
（Ａ部）が離れて位置することから、分割電極２１，２２と金属基材１１とが短絡を生じ
ることがない。
【００６６】
　（他の実施例）
　なお、本発明に係るサーミスタ及びその製造方法は前記実施例に限定するものではなく
、その要旨の範囲内で種々に変更することができる。
【００６７】
　特に、前記実施例で示したサーミスタの種々のサイズはあくまで一例である。さらに、
金属基材、サーミスタ薄膜層及び分割電極の細部の形状などは任意である。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上のように、本発明は、サーミスタ及びその製造方法に有用であり、特に、低背化や
リフローなどの実装が可能で、安価に製造でき、クラックの発生を極力抑制できる点で優
れている。
【符号の説明】
【００６９】
　　１Ａ，１Ｂ，１Ｂ’，１Ｃ，１Ｄ…サーミスタ
　　１１…金属基材
　　１５…サーミスタ薄膜層
　　１６…保護層（絶縁層）
　　２１，２２…分割電極
　　３１…キャリアフィルム
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